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JP1 Cloud Serviceに関する取次ぎ及びプロダクト・サポート提供条件 

 

お客様（以下「甲」といいます。）と株式会社アシスト（以下「乙」といいます。）は、甲が乙に提出する注文

書その他書面（電子メールなど電磁的方法を含む）（以下「乙所定書面」といいます。）に記載された、株式会社

日立製作所（以下「日立」といいます。）が提供するクラウドサービス「JP1 Cloud Service」の甲への提供取次

ぎ及び当該クラウドサービスに対するサポートサービス（以下「プロダクト・サポート」といいます。）の提供に

関し、本提供条件及び後記契約条項のとおり契約（以下「本契約」といいます。）を締結します。 

 

 

税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税の算定方法及び記載されている額に変更が生じた場合、消

費税及び地方消費税の額は、消費税法、地方税法その他の法律の定めに従い変更されるものとします。 
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契 約 条 項 

【一 般 条 項】 

  

（定   義） 

第１条 本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定

めるとおりとします。 

（１）「本サービス」とは、注文書等に記載のクラウ

ドサービス及びプロダクト・サポートから構成される

サービス商品の総称をいいます。 

（２）「クラウドサービス」とは、本サービスのうち、

日立が甲に直接その利用を許諾するクラウド形態の

サービスをいいます。 

（３）「プロダクト・サポート」とは、本サービスの

うち、乙がクラウドサービスに係る甲からの問合せに

対応するサービスをいいます。 

（４）「サービス利用規約等」とは、日立が運営する

Web サイトに掲載される、日立が定めるクラウドサー

ビスに係る利用規約及びクラウドサービスのサービス

仕様書をいいます。 

（５）「サービス仕様書」とは、乙が甲に提供するプ

ロダクト・サポートの具体的な内容、提供条件、作業

分担その他特記事項を定める仕様書をいいます。 

 

（契約の成立等） 

第２条 本契約については、甲が、乙所定書面を乙に

交付することを以って、本提供条件に同意したものと

見做され、乙が甲に対し注文請書又はメールの送付に

よる承諾の意思表示の到達により成立するものとしま

す。 

２．甲は、クラウドサービスの利用に当たり、サービ

ス利用規約等の定めに同意した上で、日立所定の「利

用申込書」に必要事項を記入して乙にこれを提出する

ものとし、乙は、本契約書の定めに従い、日立が甲に

提供するクラウドサービスを取り次ぐものとします。 

３．乙は、甲に対し、本契約書及びサービス仕様書の

定めに従い、クラウドサービスに係るプロダクト・サ

ポートを提供します。 

４．甲がプロダクト・サポートの最終受益者（本件プ

ログラムの使用権許諾先のことを指し、以下「エンド

ユーザー」といいます。）ではない場合、甲は、その

責任において、エンドユーザーに対し、本提供条件と

同等の条項を遵守させ、本提供条件に基づき甲が乙に

対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守

及び履行について一切の責任を負うものとします。こ

の場合、本契約上適宜甲をエンドユーザーに読み替え

て適用するものとします。 

５．本契約書、サービス仕様書又はサービス利用規約

等のいずれかに他と異なる定めがあった場合、サービ

ス仕様書、本契約書、サービス利用規約等の順に優先

するものとします。 

 

（適 用 条 項） 

第３条 本サービスのうち、クラウドサービスについ

ては、一般条項及びクラウドサービス契約条項の定め

が適用されるものとします。 

２．本サービスのうち、プロダクト・サポートについ

ては、一般条項及びプロダクト・サポート契約条項の

定めが適用されるものとします。 

 

（サービス料金） 

第４条 本サービスのサービス料金は、注文書等記載

のとおりとします。なお、サービス料金には、乙が日

立に代わって受領するクラウドサービスのサービス料

金が含まれます。 

２．サービス料金は、乙所定書面記載のサービス開始

日から本契約の終了の日に至るまでの期間、暦の月ご

とに発生するものとします。 

３．サービス開始日又本契約の終了の日が暦月の途中

である場合であっても、当該月のサービス料金は、当

月１か月分発生します。 

 

（サービス料金等の支払） 

第５条 甲は、サービス料金並びに消費税及び地方消
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費税（以下「サービス料金等」といいます。）を、注

文書等記載の支払期日までに、乙に現金振込で支払う

ものとします。 

２．甲によるサービス料金等の支払が約定の期日まで

になかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて年

利１４.６パーセントの割合で延滞金を申し受けるこ

とがあります。 

 

（再委託） 

第６条 乙は、クラウドサービスの取次ぎに係る事務

作業等の業務（以下「取次業務」といいます。）及び

プロダクト・サポートの遂行を必要に応じて第三者に

委託することができるものとします（以下当該第三者

を「再委託先」といいます。）。 

２．前項の定めに従い再委託先に取次業務又はプロダ

クト・サポートの遂行を委託する場合、乙は、本契約

の自己の義務と同等の義務を再委託先に課すものとし、

また、再委託先の選任、監督及び再委託先の作業結果

について一切の責任を負うものとします。 

 

（秘密情報の取扱い） 

第７条 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方か

ら秘密と指定して開示された情報（以下「秘密情報」

といいます。）を、次の各号の定めに従い取り扱うも

のとします。 

（１）秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書

による承諾を得ることなく第三者（乙グループ会社（株

式会社アシストホールディングス及びその関係会社）、

日立及び第６条（再委託）の再委託先を除きます。）

に開示しないこと。 

（２）本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改

変すること。 

（３）本契約が終了したとき、相手方の求めがあった

とき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必

要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自

らの責任で消去すること（秘密情報の複製物及び改変

物も同様とします。）。 

２．甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱

いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に

定める方法でこれを行うものとします。 

（１）文書で提供する場合、その文書上に秘密である

旨を表示して相手方に提供すること。 

（２）記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面

上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁

的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式をいいます。以下同

様とします。）により前号の表示を記録することが技

術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を

記録し、相手方に提供すること。 

（３）口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘

密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方

に告げ、当該口頭による開示後１４日以内に、前２号

に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。 

３．本条第１項の定めは、次の各号のいずれかに該当

する情報には適用されません。 

（１）相手方から開示される前に既に受領当事者が保

有していた情報 

（２）相手方から開示された秘密情報によることなく、

受領当事者が独自に開発した情報 

（３）公知の情報 

（４）受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことな

く第三者から正当に入手した情報 

４．甲及び乙は、本サービスに関連して知った相手方

が保有する個人情報（「個人情報の保護に関する法律」

第２条第１項に規定する情報をいうものとし、以下「個

人情報」といいます。）を、本条における秘密情報に

準じて取り扱うものとします。ただし、前項第１号、

第３号及び第４号の規定は個人情報には適用されない

ものとします。 

５．本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、政府機関、

裁判所等（以下「公的機関等」といいます。）から法

令に基づき開示を要求された場合、これらの者に対し

て当該秘密情報を開示することができるものとします。

この場合、当該秘密情報を公的機関等に開示する開示

当事者は、公的機関等に対し、当該秘密情報の秘密性

に即した取扱いがなされるよう要請するものとします。
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なお、当該開示当事者は、当該開示要求があったこと

を法令の許容する範囲内において速やかに開示者に通

知し、開示者が必要な措置を施す機会を与えるものと

します。 

６．本条第１項、第３項及び前項の定めは、本契約の

終了後１年間有効に存続するものとします。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第８条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意

を得ることなく、本契約の契約上の地位を第三者に承

継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保

に供してはならないものとします。 

 

（第三者との紛争） 

第９条 本サービスの利用に関して、甲と第三者との

間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担にお

いて解決するものとし、乙は一切の責任を負いません。 

 

（責任の範囲） 

第１０条 本契約に関する乙の責めに帰すべき事由に

より甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損

害の賠償を請求できるものとします。 

２．前項の乙の損害賠償額の累計総額は、債務不履行、

不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわ

らず、当該損害の直接の原因となったサービス商品の

１か月分のサービス料金相当額を上限とし、また、乙

の責めに帰することができない事由から生じた損害、

乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情か

ら生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責

任を負わないものとします。ただし、乙の故意又は重

過失により生じた損害については当該賠償範囲の制限

は適用しないものとします。 

 

（不可抗力による契約の解除） 

第１１条 天災地変その他不可抗力により甲又は乙が

本契約に基づく債務を履行できない場合、相手方に申

し出て本契約を解除することができるものとします。

この場合、甲乙双方とも相手方に対して何らの請求も

しないものとします。 

２．前項の定めは、甲の乙に対するサービス料金等の

支払債務については適用しないものとします。 

 

（輸出等の処置） 

第１２条 甲が乙から提供を受けるプロダクト・サ

ポート又はプロダクト・サポートに係る技術若しくは

ソフトウェア（複製物を含み、以下総称して「乙の提

供技術等」といいます。）の全部若しくは一部を単独

で、又は他のサービス若しくは製品と組み合わせ、若

しくは他のサービス若しくは製品の一部として、直接

又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲

は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出

管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手

続をとるものとします。 

（１）輸出するとき。 

（２）海外へ持ち出すとき。 

（３）非居住者へ提供し、又は使用若しくは利用させ

るとき。 

（４）前３号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易

法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。 

２．甲が本契約の定めに従い乙の提供技術等を第三者

に提供する場合も、前項の定めが適用されるものとし

ます。 

 

（過 怠 約 款） 

第１３条 乙が次の各号に定める事項のいずれかに該

当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約

の全部若しくは一部を解除することができるものとし

ます。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに

該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務（手形債

務を含みます。）の期限の利益を喪失し、乙は、通知

その他の手続を要しないで、本契約の全部若しくは一

部を解除することができ、又は本契約を解除しないで

一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済まで

の間、本サービスを停止することができます。 

（１）相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手
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が不渡りとなったとき。 

（２）第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申

立てを受けたとき。 

（３）自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生

手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき。 

（４）支払を停止したとき。 

（５）監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分

を受けたとき。 

（６）相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出

を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分

の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じ

たとき。 

（７）自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反

し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかか

わらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。 

 

（暴力団等の排除） 

第１４条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、

自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、

又は確約します。 

（１）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴

力集団その他これらに準ずる者（以下総称して「反社

会的勢力」といいます。）であること又は反社会的勢

力であったこと。 

（２）反社会的勢力が経営を支配していること。 

（３）代表者、責任者又は経営に実質的に関与してい

る者が反社会的勢力であること。 

（４）自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもっ

てする等反社会的勢力を利用していると認められる関

係を有すること。 

（５）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便

宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認め

られる関係を有すること。 

（６）反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非

難されるべき関係を有すること。 

（７）暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為

を行うこと。 

（８）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用

いる行為を行うこと。 

（９）風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、

相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する

行為を行うこと。 

２．甲及び乙は、自己が本契約の履行のために用いる

者（個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を

介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」

といいます。）が前項各号のいずれかに該当した場合、

本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除そ

の他の必要な措置を講じることを確約します。 

３．甲又は乙が前２項の表明又は確約のいずれかに反

した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、

本契約を解除することができます。 

４．前項の定めに基づき本契約が解除された場合、乙

は、甲に対し、既に提供したサービス商品に係るサー

ビス料金等の支払を請求することができるものとしま

す。 

 

（サービス料金又はサービス内容の変更） 

第１５条 乙は、本サービスのサービス料金を変更す

る場合は変更月の３か月前までに、また、サービス内

容を変更する場合は変更月の１か月前までに文書によ

り甲に通知するものとします。 

２．前項に基づき乙が甲に通知を送付した日からサー

ビス料金を変更する場合は１か月以内に、また、サー

ビス内容を変更する場合は１４日以内に、甲から乙に

文書による異議の申出がない場合、乙は、甲が当該通

知の内容に従いサービス料金又はサービス内容の変更

に承諾したものとみなします。 

３．前項に基づく異議の申出が甲から乙に行われた場

合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議するもの

とします。ただし、変更日までに対応策が決定しない

場合、乙は、該当するサービス商品を解約することが

できるものとします。 

４．前項ただし書により該当するサービス商品が解約

となった場合、甲はすべての期限の利益を喪失するも
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のとし、乙は当該解約により甲に損害が発生したとい

えども、何ら賠償の責めを負いません。 

 

（サービスの廃止） 

第１６条 乙は、本サービスの全部又は一部を廃止す

ることがあります。その場合、乙は、廃止する日の６

か月前までに、その旨を甲に通知するものとします。 

２．前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止し

た場合は、廃止した日をもって該当するサービス商品

の提供は終了するものとします。 

３．乙は、本条に基づくサービス商品の廃止により甲

又は甲の顧客に損害が発生したとしても、当該損害の

賠償責任を負いません。 

 

（契約期間） 

第１７条 本契約の有効期間は、乙所定書面のサービ

ス開始日から終了日までとします。ただし、期間満了

日の１か月前までに、甲乙いずれからも文書による異

議の申出がない場合は、更に１年間同一の条件で更新

されるものとし、その後の更新も同様とします。 

２．乙が、前項本文の終了日（翌年度以降はその対応

日）の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確

認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付した

にもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了

日の１か月前までに、当該書面を乙に返送して更新又

は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙

に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものと

し、本契約は更新されるものとします。 

 

（契約終了時の措置） 

第１８条 本契約が終了した場合、本契約に基づく日

立の甲に対するクラウドサービスの提供及び乙の甲に

対するプロダクト・サポートの提供も当然に終了しま

す。 

２．甲及び乙は、本契約が終了した場合は、その理由

のいかんを問わず、その時点で自己が保有する相手方

の秘密情報を遅滞なく相手方に返却又は自らの責任で

消去するものとします。 

３．本契約終了時点で甲から乙に対して未払のサービ

ス料金等がある場合、甲は、これを本条項第５条（サー

ビス料金等の支払）の定めに従い本契約終了後速やか

に乙に支払うものとします。 

 

（存 続 条 項） 

第１９条 本契約の終了後も本条項第８条（権利義務

の譲渡等の禁止）、第９条（第三者との紛争）、第１

０条（責任の範囲）、第１１条（不可抗力による契約

の解除）第２項、第１２条（輸出等の処置）、第１４

条（暴力団等の排除）、第１５条（サービス料金又は

サービス内容の変更）第４項、第１６条（サービスの

廃止）第３項、第１８条（契約終了時の措置）第２項

及び第３項並びに第２１条（準拠法及び管轄裁判所）、

クラウドサービス契約条項第１条（クラウドサービス

の内容、提供条件等）第２項及び第２条（クラウドサー

ビスにおける乙の責任の範囲）、プロダクト・サポー

ト契約条項第３条（資料等）第３項及び第４項並びに

第４条（プロダクト・サポートの遂行に係る責任）の

規定は、有効に存続するものとします。 

 

（法令等の遵守） 

第２０条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等

の定めを遵守するものとします。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第２１条 本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従っ

て解釈されるものとします。 

２．本契約に関する一切の紛争については、東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理す

るものとします。 

 

（協   議） 

第２２条 本契約の履行について疑義を生じた事項並

びに本契約に定めのない事項については、甲乙双方で

協議し、円満に解決を図るものとします。 
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【クラウドサービス契約条項】 

 

（クラウドサービスの内容、提供条件等） 

第１条 本サービスのうち、クラウドサービスの内容、

提供条件、制限事項等の詳細は、日立が定めるサービ

ス利用規約等に従うものとします。 

２．クラウドサービスは、日立の責任で甲に提供され

るものとし、提供方法、品質、可用性、有用性等に関

しては、日立がサービス利用規約等の定めに従い責任

を負うものとします。 

 

（クラウドサービスにおける乙の責任の範囲） 

第２条 乙は、サービス利用規約等に定める提供条件

に基づき甲がクラウドサービスを利用できるよう、本

サービスの提供の取次ぎを行います。乙は、クラウド

サービスの取次業務を、善良な管理者の注意をもって

遂行するものとします。 

２．クラウドサービスに関して生じたトラブル、損害

等については、サービス仕様書に規定する範囲を除き、

サービス利用規約等に従い、甲が日立との間で解決す

るものとし、乙はその処理解決に協力するものとしま

す。 

３．乙は、クラウドサービスに関連して甲が被った損

害について、クラウドサービスの提供の取次ぎに係る

乙の責めに帰すべき事由による損害を除き、賠償責任

を負うものではありません。なお、クラウドサービス

に係る日立の甲に対する損害賠償責任は、サービス利

用規約等に定めるとおりとします。 

 

 

【プロダクト・サポート契約条項】 

 

（プロダクト・サポートの内容） 

第１条 甲は、プロダクト・サポートの提供を乙に委

託し、乙は、これを受託します。 

２．乙は、本契約書及びサービス仕様書の定めに従い、

プロダクト・サポートを甲に提供します。 

３．サービス仕様書に本契約書と異なる定めがある場

合は、当該サービス仕様書の定めが優先します。 

 

（プロダクト・サポートの期間及び委託の対価） 

第２条 プロダクト・サポートの期間は、甲によるク

ラウドサービスの利用期間と同一とし、プロダクト・

サポートの委託の対価は、本サービスのサービス料金

に含まれるものとします。 

 

（資 料 等） 

第３条 甲は、乙からプロダクト・サポートの提供を

受けるに当たり必要と判断した、又は当該プロダクト・

サポートを遂行するに当たり、乙が必要と認め甲に要

求した甲の図面、資料その他の技術情報（以下「資料

等」という。）を甲の負担と責任において乙に提供す

るものとします。 

２．乙は、前項に定める資料等を、プロダクト・サポー

トを遂行する目的にのみ使用するとともに、乙の同種

資料に対すると同等の注意配慮をもって取り扱うもの

とします。 

３．甲は、本条第１項により乙に提供する資料等が第

三者のいかなる権利も侵害していないことを保証する

ものとします。 

４．本契約に基づき甲から乙に提供された資料等の正

確性、有用性等について、乙は、確認、検証の義務そ

の他何らの責任を負わないものとします。 

 

（プロダクト・サポートの遂行に係る責任） 

第４条 プロダクト・サポートに係る乙の責任は、善

良な管理者の注意をもってプロダクト・サポートを提

供することに限られるものとします。 
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２．甲は、プロダクト・サポートの遂行により得られ

る成果に対してサービス料金等を支払うものではなく、

プロダクト・サポートの対象となるクラウドサービス

のすべての問題点が訂正されること、クラウドサービ

スが正常に作動し続けること等の成果について、乙は、

責任を負わないものとします。 

 

以  上 

   

 


